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令和元年度 半田市防災会議議事録 

開催日時 令和元年１１月２８日（木） １４時００分～１４時４０分 

開催場所 半田市役所 庁議室 

会議次第 ・委嘱状交付 

・あいさつ 

【議題】 

（１）風水害・原子力等災害対策計画編の修正（案）について 

（２）地震・津波災害対策計画編の修正（案）について 

（３）資料編の修正（案）について 

（４）水防計画編及び水防計画資料編の修正（案）について 

出席委員 

代理出席 

[欠席委員] 

（会長）半田市長 

（委員）半田市副市長、半田市教育長、愛知県半田警察署長、

愛知県尾張県民事務所知多県民センター長、愛知県知多建設事

務所長、愛知県知多農林水産事務所長、愛知県半田保健所長、

愛知県衣浦港務所長、衣浦海上保安署長、知多中部広域事務組

合消防本部消防長、半田市消防団長、半田港水防団長、中部電

力株式会社電力ネットワークカンパニー半田営業所長、東邦ガ

ス株式会社半田営業所長、東海旅客鉄道株式会社大府駅長、西

日本電信電話株式会社名古屋支店設備部フィールドサービスセ

ンタ（名古屋）センタ長、[半田市医師会長]、半田市区長連絡

協議会長、半田市区長連絡協議会副会長、半田市赤十字奉仕団

長、[陸上自衛隊第３５普通科連隊重迫撃砲中隊長]、半田災害

支援ボランティアコーディネーターの会会長、半田防災リー

ダー会会長、半田市社会福祉協議会長 

※敬称略 

事務局 防災監 柘植信彦、建設部長 大山仁志、土木課長 村瀬浩

之、防災交通課 副主幹 鵜飼進、書記 瀧本遼 
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次  第 議事概要 

委嘱状交付 ・人事異動等のあった委員に対し、半田市長より委嘱状を交

付。 

あいさつ （事務局） 

・出欠状況は委員定員数２５名のうち、出席２３名、欠席２名

となっており、本会議は成立していることを報告する。 

（市長） 

・あいさつ 

【議題】

（１） 

風水害・原子

力等災害対策

計画編の修正

（案）につい

て 

（事務局） 

・風水害・原子力等災害対策計画編の修正（案）資料の新旧対

照表について説明。 

（半田防災リーダー会会長） 

・福祉施設に対し食糧等の物資配給が行われるか。 

（事務局） 

・地域の需要を把握しつつ、地域拠点支部等を通して物資を配

給することを考えている。 

（市長） 

・他に意見・質問がなければ、原案のとおり決することとして

よろしいか。 

（委員 異議なし） 

【議題】

（２） 

地震・津波災害

対策計画編の修

正（案）につい

て 

（事務局） 

・地震・津波災害対策計画編の修正（案）資料の新旧対照表に

ついて説明。 

（愛知県知多農林水産事務所長） 

・今年度「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定

され、防災重点ため池に関する基準が変更されたことに伴い半

田市内の指定池数が増加している。これに関連した内容が来年

度の県地域防災計画で見直し予定であるため、市計画について
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も同様に見直しを行って欲しい。 

・第３編、第３章、第１節の項番４、「貯水池・ため池等被

害」の表について、「県管理の貯水池について」という記載が

あるが、県農林水産部門で管理を行っているものはないため削

除して欲しい。 

（事務局） 

・県管理の貯水池という記載について削除を行います。 

（市長） 

・農業用ため池の関連記載について、来年度の県の修正に合わ

せ市計画も修正を行う。 

・他に意見・質問がなければ、指摘があった点を修正すること

を含め、原案のとおり決することとしてよろしいか。 

（委員 異議なし） 

【議題】

（３） 

資料編の修正

（案）について 

（事務局） 

・資料編の修正（案）資料の新旧対照表について説明。 

（愛知県知多農林水産事務所長） 

・地震・津波災害対策計画編において伝えたとおり、別表第７

４についても来年度の県計画の修正に合わせ、見直しを行って

欲しい。 

（市長） 

・指摘部分について、来年度の県の修正に合わせ市計画も修正

を行う。 

・他に意見・質問がなければ、原案のとおり決することとして

よろしいか。 

（委員 異議なし） 

【議題】

（４） 

水防計画編及び

水防計画資料編

（事務局） 

・水防計画編及び水防計画資料編の修正（案）資料の新旧対照

表について説明。 

（市長） 
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の修正（案）に

ついて 

・意見・質問がなければ、原案のとおり決することとしてよろ

しいか。 

（委員 異議なし） 

審議 （市長） 

これまでに事務局から説明があった議題（１）～（４）につい

て、指摘があった点を修正することを含め、原案のとおり決す

ることとしてよろしいか。 

（委員 異議なし） 

【その他】 特になし 

 

 （終了） 

 


